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人権擁護委員の委嘱事務について

現 行

法務大臣

人権擁護委員
⑨委嘱

②推薦依頼

④意見③求意見

⑤推薦

⑦意見⑥求意見

人権擁護委員
候補者

弁護士会

人権擁護委員
連合会

→人格識見が高く，
広く社会の実情に
通じ，人権擁護につ
いて理解のある者

市町村議会

移 譲 後

法務大臣

人権擁護委員
⑦委嘱

①推薦依頼

③意見②求意見

⑥推薦

⑤意見④求意見

人権擁護委員
候補者

弁護士会

人権擁護委員
連合会

市町村長

市町村議会

※法務大臣の委嘱にお
ける適切な判断，適任
者の確保を可能とする
十分な資料提供等がさ
れる仕組みについては，
なお検討を要する。

①

⑧

法務局長
又は

地方法務局長
市町村長

※ は，法務局・地方法
務局において直接に取り扱う
人権擁護委員の委嘱に関す
る事務手続
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人権啓発活動地方委託事業について

人権尊重の理念を普及させ，人権侵害から国民の
安全と安心を守ることは，国の基本的責務

①基本的人権尊重の理念の普及は，国民の人権保障につながるもの
②全国的な視点・一定水準確保の必要性
③国際的な要請（諸外国では国レベルの人権機関が人権啓発を実施）

人権啓発活動

国が全国的に一定水準の啓発活動を確保する観点から，
地方自治体に対して，人権啓発活動を委託するもの
(人権教育啓発推進法９条)

法務局，地方自治体等が各地
で横断的なネットワークを形成
し，ネットワークの中で国が直接
マネージメントを行うもの

ネットワーク事業

引き続き国の事業として実施

国（法務省）国（法務省）

国（法務局・地方法務局）国（法務局・地方法務局）

○○県○○県○○県○○県 ○○県○○県

●都道府県提出の事業計画の審査
●都道府県提出の精算報告書の審査
●委託事業全般にわたる実地調査
●委託事業の実施効果に関するアンケート調
査・意識調査の結果分析

全国的な啓発活動の一定水準確保のため

一定水準維持のための新たな
方策を検討する必要あり

人権啓発活動地方委託事業

非ネットワーク事業 (移譲対象事業)

地方自治体が各地域の実情を反映させる
など独自性を活かした啓発活動

（例） 講演会の開催
啓発資料の作成・配布
スポット広告放送の提供
新聞広告の掲載 など

○○県○○県

Ｈ２２
予算額

８億４千万円
Ｈ２２
予算額

８億７千万円

【現在】
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事務・権限概要シ－ト 

 

出先機関名：地方厚生（支）局 整理番号（ ４ ） 

事務・権限概要シート（個票） 

自己仕分けの際
の事務・権限名 

医療法人（広域）等の監督 

 

【移譲対象となる事務・権限】 

自己仕分けで
移譲すると整
理した事務・権
限の具体的な
内容 

（委譲する事務・権限名） 

○医療法人（広域）等の監督 

 

（具体的な内容） 

・医療法人の定款又は寄附行為の変更の認可に関する事項 
・事業報告書等の届出に関する事項 
・医療法人からの報告聴取、立入検査に関する事項 
・医療法人の法令等の違反に対する措置命令に関する事項 
・社会医療法人の認定 等 

 

（留意点） 

  ２以上の都道府県の区域に医療機関を開設する医療法人の場合に、都道府県間で

緊密な連携体制が構築され、また、都道府県間で役割分担が適切になされることに

より、適正かつ効率的な指導監督事務が実施されることが必要。 

  なお、２以上の都道府県の区域に医療機関を開設する医療法人の監督を都道府県

に移譲する場合には、当該医療法人について、設立の認可や社会医療法人の認定も

都道府県が行うこととなる。 

 

予算の状況 
（単位:百万円） 

監視監査指導等経費 ３８百万円の内数（平成 22 年度予算） 

関係職員数 42 人の内数(平成 22 年 7月 1日現在) 

 

事務量（アウト
プット） 

1.所管医療法人数 
 H19 771 H20 803 H21 828 
2.定款変更認可件数 
 H19 514 件 H20 642 件 H21 364 件 
3.非医師又は非歯科医師の理事長の選任認可件数 
 H19 3 件 H20 1 件 H21 4 件 
4.特別代理人の選任認可件数 
 H19 6 件 H20 8 件 H21 9 件 
5.事業報告書等の受理及び審査件数 
 H19 674 件 H20 728 件 H21 828 件 
6.役員変更届の受理および審査件数 
 H19 544 件 H20 676 件 H21 667 件 
7.登記届の受理及び審査件数 
 H19 592 件 H20 679 件 H21 803 件 
8.特定医療法人が厚生労働大臣の定める基準を満たす旨の証明件数（医療法人（広域）
以外も含む） 
 H19 438 件 H20 459 件 H21 445 件 

備考  
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【参考：平成 22 年に行った自己仕分けの結果】 

事務・権限の概
要 

【目的】 
２以上の都道府県の区域において医療機関を開設する医療法人の設立認可及びそ

の運営に係る指導監督等については、国が一元的に行うことにより、医療法人の本
部とその開設するすべての病院等の実態を総合的に把握し、医療法人の病院等の運
営状況の確認等をするもの。 
 
【根拠法令】 
医療法第 68 条の２（同条の規定により読み替えて適用される医療法第 42 条の２第
１項及び第２項等） 
 
【関係する計画・通知等】 
・医療法人制度について（平成 19 年３月 20 日医政発 0330049 号） 
・医療法人における事業報告書等の様式について（平成 19 年３月 30 日医政指発

0330003 号）等 
 
【具体的な業務内容】 
・医療法人の定款又は寄附行為の変更の認可に関する事項 
・事業報告書等の届出に関する事項 
・医療法人からの報告聴取、立入検査に関する事項 
・医療法人の法令等の違反に対する措置命令に関する事項 
・社会医療法人の認定等 

予算の状況 
（単位:百万円） 

監視監査指導等経費 ３８百万円の内数（平成 22 年度予算） 

関係職員数 42 人の内数(平成 22 年 7月 1日現在) 
 

事務量（アウト
プット） 

1.所管医療法人数 
 H19 771 H20 803 H21 828 
2.定款変更認可件数 
 H19 514 件 H20 642 件 H21 364 件 
3.非医師又は非歯科医師の理事長の選任認可件数 
 H19 3 件 H20 1 件 H21 4 件 
4.特別代理人の選任認可件数 
 H19 6 件 H20 8 件 H21 9 件 
5.事業報告書等の受理及び審査件数 
 H19 674 件 H20 728 件 H21 828 件 
6.役員変更届の受理および審査件数 
 H19 544 件 H20 676 件 H21 667 件 
7.登記届の受理及び審査件数 
 H19 592 件 H20 679 件 H21 803 件 
8.特定医療法人が厚生労働大臣の定める基準を満たす旨の証明件数（医療法人（広
域）以外も含む） 
 H19 438 件 H20 459 件 H21 445 件 
 

地方側の意見 全国知事会 出先機関原則廃止ＰＴの最終報告：地方へ移譲 

その他各方面の
意見 

― 

既往の政府方針
等 

― 
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自己仕分け 
 
【仕分け結果】 
 
 
 

・医療法人は、医療機関を開設する法人であるため、利用者に悪影響を及ぼさない
よう、法人の指導監督は、確実に、適正に行われなければならない。 

 
・このため、２以上の都道府県の区域に医療機関を開設する医療法人の場合に、都

道府県間で緊密な連携体制が構築され、また、都道府県間で役割分担が適切にな
されることにより、適正かつ効率的な指導監督事務の実施に支障を来さないこと
が担保されるのであれば、現在地方厚生局にある医療法人の指導監督の権限を都
道府県に移譲することは可能である。 

 
・なお、２以上の都道府県の区域に医療機関を開設する医療法人の監督を都道府県

に移譲する場合には、当該医療法人について、設立の認可や社会医療法人の認定
も都道府県が行うこととなる。 

 
※ 当該業務を適時適切に実施することが可能な人員体制及び広域的な連携体制が

整備されること、移譲した業務についてはその責任を地方において負うことを条
件とする。さもなければ、移譲後においても、必要に応じて国による最低限の関
与を行う点に留意されたい。 

 
備考 
 

 

 

 
Ａ-ａ 
 

16




